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地域を花いっぱいに
　～花いっぱい運動コンクール～

村民ボランティアによる
　　　道路草刈清掃作業

第４２回地区対抗野球大会
７/２６　光と風の丘公園野球場

後期高齢者後期高齢者
医療制度医療制度
お問合せ
国保年金課
高齢者医療係
☎８８５－０３４０（内）１１６

後期高齢者医療制度の
保険料の算定と納め方
後期高齢者医療制度の
保険料の算定と納め方

　個人ごとに算定される後期高齢者医療制度の保険料は、「均等割」と「所得割」の合計となります。
※保険料率等は茨城県内一律で、２年ごとに見直しが行われます。

　後期高齢者医療制度の保険料の納め方には、年金からの天引きによる特別徴収と、納付書や口座振替等
により本人が直接納めていただく普通徴収があります。原則として特別徴収となりますが、次のいずれか
に該当する方は普通徴収となります。
・後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金額の２分の１を超える方
・受給している年金が年額１８万円未満の方
・年度途中で「後期高齢者医療制度に加入した方」、「他市町村から転入された方」
・保険料の額が変更になった方

◇特別徴収の納期　４・６・８・１０・１２・２月の年６回（偶数月）、年金から保険料が天引きされます。
＊「その年の１０・１２月、翌年の２・４・６・８月」の保険料が８月上旬に通知されます。

◇普通徴収の納期　７・８・９・１０・１１・１２・１・２月の年８回、納付書等により納付いただきます。
＊納付書は原則年１回、７月中旬に送付します。

　災害や失業等の事情により保険料の納付が困難なときは、お早めにご相談ください。また、特別徴収の
対象者でも、申出により口座振替による普通徴収での納付が可能です。口座振替をする預貯金通帳、金融
機関の届出印、保険証をご用意のうえ、役場国保年金課までお申出ください。

◇保険料の滞納を続けている場合の措置　災害等の特別な事情がないのにもかかわらず、保険料を滞納し
　続けたり、納付相談にも応じない方には、有効期間の短い保険証が交付される場合があります。

◇問合せ《保険料の改定・算定等》茨城県後期高齢者医療広域連合事業管理課☎０２９－３０９－１２１３
　　　　《保険料の納付について》役場国保年金課☎８８５－０３４０内線１１６

◇均等割　定額３９，５００円

◇所得割　総所得金額等から基礎控除３３万円
　を引いた額に所得割率（８．００％）を掛けた額

◇賦課限度額（保険料の上限）　年額５７万円

　被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方の保険料は均等割のみとなり、この均等割
も９割が軽減されます。これにより年間の保険料は３，９００円となります。

◇対象となる方　後期高齢者医療制度の資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方

保険料の算定保険料の算定

会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置

※総所得金額等とは、「年金収入－公的年金控
　除」、「給与収入－給与所得控除」、「事業収
　入－必要経費」等で各種所得控除前の額お
　よび退職所得以外の分離課税所得（譲渡所
　得等）の特別控除後の額です。

◇均等割　同一世帯内の後期高齢者医療制度の被
　保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が基準
　額を超えない場合、その合計額に応じて段階的
　に均等割が軽減されます。
＊世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない
　場合でも総所得金額等加算の対象となります。

◇所得割　所得割が算出される方で、総所得金額
　等から基礎控除（３３万円）を引いた額が５８万円
　以下の方　５割軽減

保険料の軽減措置保険料の軽減措置 ◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇

◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇ ◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇

※６５歳以上の方の公的年金所得は、「公的年金の収
　入額」ー「公的年金控除」ー「１５万円」を差し引い
　て軽減措置の判定をします。遺族年金や障害年
　金は収入には含まれません。

保険料の納付方法

保険料の納付相談


